
目

次

告

示

△

広
島
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定

(

出
納
総
務
室)

…
…
…
一

△

収
納
代
理
金
融
機
関
の
合
併

(

審
査
指
導
室)

…
…
…
一

△

広
島
県
知
事
印
の
廃
止

(

文
書
法
制
室)

…
…
…
一

△

広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
委
託

の
解
除

(

国

際

室)

…
…
…
二

△

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証(

市
町
村)

(

四
件)

(

地
域
づ
く
り
推
進
室)

…
…
…
二

△

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分

(

商
工
金
融
室)

…
…
…
三

△

昭
和
三
十
四
年
広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

(

水
稲
等
の
奨
励

品
種)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(
農
産
振
興
室)

…
…
…
三

(

県
法
規
登
載)

△

河
川
法
の
規
定
に
よ
る
兼
用
工
作
物
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締

結(

二
件)

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
四

△

都
市
計
画
事
業
の
認
可

(

都
市
整
備
室)
…
…
…
四

△

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可(

二
件)

(

下
水
道
室)
…
…
…
四

△

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分(

二
件)

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
五

△

港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
の
指
定
等(

二
件)

(

港
湾
管
理
室)

…
…
…
六

△

道
路
の
区
域
変
更(

二
件)

(

道
路
保
全
室)

…
…
…
六

△

道
路
の
供
用
開
始(

三
件)

(

〃

)

…
…
…
七

公

告

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
県
の
意
見(

二
件)

(

地
域
産
業
振
興
室)

…
…
…
七

△

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
樹
立

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
八

△

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可(

土
地
改
良
区)

(

東
広
島
地
域
事
務
所)

…
…
…
八

△

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

(

尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
…
八

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

八

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

…
…
…
九

正

誤

△

平
成
十
八
年
三
月
二
十
三
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
二

号
中
広
島
県
告
示
第
三
百
十
四
号
の
訂
正

…
…
…
九

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号

広
島
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
広
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の
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に
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、
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の
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の
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売
り
さ
ば
き
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に
指
定
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た
。
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成
十
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年
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月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
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第
四
百
二
十
五
号

次
の
と
お
り
広
島
県
収
納
代
理
金
融
機
関
の
合
併
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

広
島
県
知
事
印
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事
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田

雄

山
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平成18年 4月 3日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 1号

1

安
芸
農
業
協
同

組
合 名

称

安
芸
郡
海
田
町
窪
町
八
番

八
号

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

安
芸
郡
熊
野
町
三
八
一
五
番
地
の
一

売

り

さ

ば

き

所

広
島
県
収
入
証
紙

売
り
さ
ば
き
を
す
る

証
紙
の
種
類

庄
原
農
業
協
同
組
合

合
併
後
の
法
人

庄
原
農
業
協
同
組
合

甲
奴
郡
農
業
協
同
組
合

合
併
前
の
法
人

平
成
一
八
年
四
月
一
日

合
併
年
月
日

(定期)

定

第 ３１

期

号

発行者 広 島 県

広島県総務企画部発行所 管理総室文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円

(定期)

定

第 ２５

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



広
島
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
委
託

し
た
広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
徴
収
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
そ
の
委
託
を
解
除

し
た
。平

成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

委
託
を
解
除
し
た
相
手
方

１

名
称

Ｍ
Ｉ
Ｄ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

２

住
所

大
阪
府
守
口
市
京
阪
本
通
二
丁
目
三
番
六
号

二

委
託
を
解
除
し
た
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
次
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
六
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

三
次
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
次
市
君
田
町
東
入
君
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

広
島
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
次
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
六
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

三
次
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
次
市
作
木
町
大
山
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

平成18年 4月 3日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 1号

2

印

影

広
島
地
域
事
務
所
建
設
局

吉
田
維
持
管
理
分
室

広
島
地
域
事
務
所
建
設
局

大
柿
維
持
管
理
分
室

管

守

機

関

平
成
一
七
年
三
月
三
一
日

平
成
一
七
年
三
月
三
一
日

廃

止

年

月

日

専
決
事
務
用

専
決
事
務
用

用

途

(定期)



東
広
島
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
六
月
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

東
広
島
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

東
広
島
市
西
条
町
大
字
福
本･

大
沢
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

神
石
郡
神
石
高
原
町

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
五
月
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

神
石
郡
神
石
高
原
町
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

神
石
郡
神
石
高
原
町
古
川
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
行
政
処
分
を
行
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

氏
名

村
田

安
弘

二

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

広
島
市
東
区
尾
長
東
二
丁
目
六
番
三
四
号

三

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

広
島
県
知
事

(

一)

第
〇
二
五
六
五
号

平
成
十
五
年
六
月
十
一
日

四

行
政
処
分
の
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

五

行
政
処
分
の
内
容

貸
金
業
の
登
録
の
取
消
し

平成18年 4月 3日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 1号

3

(定期)(定期)(定期)

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

昭
和
三
十
四
年
広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

(

水
稲
等
の
奨
励
品
種)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

小
麦

キ
ヌ
ヒ
メ

品

種

名

四
月
上
旬

出
穂
期

月

旬

六
月
上
旬

成
熟
期

月

旬

や
や
短

か
ん
の

長

短

中 穂
の

長
短

紡
錘
状

穂

型

や
や
少

中 ぼ
う
の
多

少

長
短

中 脱
粒

性

剛 か
ん
の

剛

柔

弱 耐
病
性

(

赤
か
び
病)

中 粒
の

大
小

Ⅳ 秋
播
性

程

度

中
の
上

品

質

や
や

強 耐
寒

性

中 耐
湿

性



広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

河
川
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
河
川
管
理
施
設

と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
協
議
が
成
立
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川
藤
井
川
水
系
藤
井
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

左
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

起
点

福
山
市
南
今
津
町
一
八
七
番
地
先

終
点

福
山
市
南
今
津
町
一
九
七
番
地
先

四

管
理
を
行
う
者
の
名
称

(

代
表
者)

及
び
住
所

名
称

道
路
管
理
者

福
山
市

住
所

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設

(

路
面

(

路
盤
ま
で
の
部
分
を
含
む
。)

、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら
道

路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。)

の
新
設

(

道
路
の
附
属
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、

改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て

の
維
持

六

管
理
の
期
間

平
成
十
八
年
四
月
三
日
か
ら
当
該
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

河
川
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
河
川
管
理
施
設

と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
協
議
が
成
立
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川
本
郷
川
水
系
本
郷
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

右
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

起
点

福
山
市
南
今
津
町
一
七
四
番
地
先

終
点

福
山
市
南
今
津
町
一
八
一
番
地
先

四

管
理
を
行
う
者
の
名
称

(

代
表
者)

及
び
住
所

名
称

道
路
管
理
者

福
山
市

住
所

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設

(

路
面

(

路
盤
ま
で
の
部
分
を
含
む
。)

、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら
道

路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。)

の
新
設

(

道
路
の
附
属
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、

改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て

の
維
持

六

管
理
の
期
間

平
成
十
八
年
四
月
三
日
か
ら
当
該
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
都

市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

福
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

備
後
圏
都
市
計
画
公
園
事
業

三
・
三
・
七
〇
二
号

中
央
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
八
年
四
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

広
島
県
福
山
市
霞
町
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
七
年
広

平成18年 4月 3日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 1号

4

(定期)(号外)(定期)



島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
広
島
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
海
田
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可

し
た
。平

成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

海
田
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
海
田
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
八
年
十
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
七
年
広

島
県
告
示
第
五
百
四
十
号
広
島
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
坂
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

坂
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
坂
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
一
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
号
の
事
業
地
に
坂
町
北
新
地
一
丁
目
、
北
新
地
二
丁
目
、
北

新
地
三
丁
目
、
北
新
地
四
丁
目
、
坂
東
一
丁
目
、
坂
東
二
丁
目
、
坂
東
三
丁
目
、
坂
東
四
丁
目
、
坂
西

一
丁
目
、
坂
西
二
丁
目
、
坂
西
三
丁
目
、
坂
西
四
丁
目
、
平
成
ヶ
浜
一
丁
目
、
平
成
ヶ
浜
二
丁
目
、
平

成
ヶ
浜
三
丁
目
、
平
成
ヶ
浜
四
丁
目
、
鯛
尾
一
丁
目
、
鯛
尾
二
丁
目
、
横
浜
西
一
丁
目
、
横
浜
西
二
丁

目
、
横
浜
中
央
一
丁
目
、
横
浜
中
央
二
丁
目
、
横
浜
中
央
三
丁
目
、
横
浜
東
一
丁
目
、
横
浜
東
二
丁
目
、

植
田
一
丁
目
、
植
田
二
丁
目
、
植
田
三
丁
目
、
植
田
四
丁
目
、
小
屋
浦
一
丁
目
、
小
屋
浦
二
丁
目
、
及

び
小
屋
浦
三
丁
目
、
並
び
に
字
西
嶽
、
字
水
落
山
、
字
水
尻
、
及
び
字
魚
見
地
先
を
追
加
し
、
同
事
業

地
の
う
ち
、
坂
町
字
浜
田
、
字
宮
下
、
字
宮
崎
、
字
本
手
、
字
葛
原
、
字
中
村
、
字
ク
イ
、
字
西
側
、

字
大
曲
、
字
東
岡
、
字
細
越
、
字
亀
迫
、
字
丸
子
、
字
新
々
開
、
字
北
新
地
、
字
角
口
、
字
曽
根
、
字

中
山
田
、
字
岡
下
、
字
中
州
、
字
横
州
、
字
東
、
字
打
分
、
字
向
井
田
、
字
西
、
字
田
島
、
字
下
山
、

字
鯛
尾
、
字
吉
ヶ
浦
、
字
龍
鼻
、
字
明
神
、
字
桂
切
、
字
植
田
、
字
松
崎
、
字
ト
ギ
、
字
梨
ヶ
浦
、
字

平
成
ヶ
浜
、
字
藤
之
脇
、
字
河
内
、
字
向
田
、
及
び
字
立
石
を
削
除
し
、
同
事
業
地
の
う
ち
、
坂
町
字

板
見
、
字
丸
林
、
字
宮
上
、
字
新
張
、
字
刎
、
字
休
之
谷
、
字
森
岡
、
字
上
条
、
字
徳
地
、
字
岡
、
字

尾
鷹
、
字
釜
ヶ
谷
、
字
狐
田
、
字
根
々
子
、
字
嶽
、
字
手
切
川
、
字
魚
見
及
び
字
西
谷
地
内
に
お
い
て

事
業
地
を
変
更
す
る
。

広
島
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
者
の
監
督
処
分
を
行
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
号

宅
地
建
物
取
引
業
法

(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
十
六
条
第
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栄
正
ハ
ウ
ジ
ン
グ
有

限
会
社

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
・

エ
ッ
チ
企
画

寺
田
不
動
産
商
会

広
陽
商
事

商
号
又
は
名
称

田

中

順

莊

原

田

淳

寺

田

岑

生

古

本

一

代
表
者
氏
名

広
島
市
南
区
南
大
河

町
九
番
一
六
号

広
島
市
佐
伯
区
五
日

市
中
央
七
丁
目
二
五

番
二
二
―
六
号

広
島
市
安
芸
区
船
越

四
丁
目
一
番
一
八
号

広
島
市
安
佐
南
区
八

木
五
丁
目
九
番
一
号

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

平
成
一
八
年
四
月
一
〇

日
か
ら
平
成
一
八
年
五

月
九
日
ま
で
の
業
務
の

全
部
停
止

平
成
一
八
年
四
月
一
〇

日
か
ら
平
成
一
八
年
四

月
一
六
日
ま
で
の
業
務

の
全
部
停
止

平
成
一
八
年
四
月
一
〇

日
か
ら
平
成
一
八
年
四

月
一
六
日
ま
で
の
業
務

の
全
部
停
止

平
成
一
八
年
四
月
一
〇

日
か
ら
平
成
一
八
年
四

月
一
六
日
ま
で
の
業
務

の
全
部
停
止

処

分

内

容

法
第
六
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
該

当
す
る
。

法
第
六
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
該

当
す
る
。

法
第
六
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
該

当
す
る
。

法
第
六
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
該

当
す
る
。

処

分

理

由

(定期)



一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
者
の
監
督
処
分
を
行
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
広
島
港
に
お
け
る
臨
港
地
区
及
び
当
該
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
よ

う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
臨
港
地
区
及
び
分
区
の
区
域
の
案
を

縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
国

土
交
通
大
臣
に
申
し
出
て
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
変
更
を
港
湾
管
理
者
に
求
め
る
こ
と
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

臨
港
地
区
の
指
定

二

分
区
の
指
定

三

臨
港
地
区
及
び
分
区
の
区
域
の
案
の
縦
覧
場
所

広
島
県
空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
、
広
島
県
広
島
港
湾
振
興
局
港
営
課
、
広
島
市
道

路
交
通
局
臨
海
開
発
課
及
び
広
島
市
南
区
建
設
部
建
築
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
四
月
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
七
日
ま
で

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
尾
道
糸
崎
港
に
お
け
る
臨
港
地
区
及
び
当
該
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
よ
う
に
指
定

し
た
。

な
お
、
当
該
臨
港
地
区
及
び
分
区
の
区
域
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
県
空

港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
建
設
局
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

臨
港
地
区
の
指
定

二

分
区
の
指
定

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

矢
野
安
浦
線

道
路
の
区
域
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有
限
会
社
躍
進
ホ
ー

ム 商
号
又
は
名
称

鹿

毛

勇

代
表
者
氏
名

広
島
市
中
区
昭
和
町

四
番
二
三
号

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

免
許
取
消

処

分

内

容

法
第
六
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
該

当
す
る
。

処

分

理

由

広
島
市
南
区
似
島
町
字
信
谷
及
び
同
町
字
家
下
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

〇
・
二
四

面

積

(
ヘ
ク
タ
ー
ル)

漁

港

区

商

港

区

分
区
の
種
類

広
島
市
南
区
似
島
町
字
信
谷
及
び
同
町
字
家
下
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

広
島
市
南
区
似
島
町
字
家
下
の
一
部

区

域

〇
・
一
九

〇
・
〇
五

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

尾
道
市
浦
崎
町
字
本
浦
及
び
同
市
浦
崎
町
字
城
山
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

〇
・
八
四

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

商

港

区

分
区
の
種
類

尾
道
市
浦
崎
町
字
本
浦
及
び
同
市
浦
崎
町
字
城
山
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一

部

区

域

〇
・
八
四

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

(定期)



広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

加
茂
油
木
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
県
は
意
見
を
有
し
な
い
旨
を
通
知
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
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安
芸
郡
熊
野
町
字
上
ノ
垣
内
三
六
二
三
番
六
地
先
か
ら

安
芸
郡
熊
野
町
字
上
ノ
垣
内
三
五
八
七
番
二
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
〇
・
四
〇
〜

二
三
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
〇
・
二
〇
〜

一
九
・
八
〇

敷
地
の
幅
員

四
三
・
三
〇

メ
ー
ト
ル

四
三
・
三
〇

延

長

拡
幅 備

考

福
山
市
加
茂
町
字
粟
根
字
寺
ノ
前
五
〇
番
一
地
先
か
ら

福
山
市
加
茂
町
字
粟
根
字
貞
久
二
二
五
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
〇
・
〇
〇
〜

三
三
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

八
・
〇
〇
〜
一

九
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

一
七
二
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
七
二
・
〇
〇

延

長

拡
幅 備

考

県
道
矢
野
安
浦

線 路

線

名

安
芸
郡
熊
野
町
字
上
ノ
垣
内
三
六
二
三
番
六
地
先
か
ら

安
芸
郡
熊
野
町
字
上
ノ
垣
内
三
五
八
七
番
二
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
四
月
三

日 供
用
開
始
の
期
日

県
道
加
茂
油
木

線 路

線

名

福
山
市
加
茂
町
字
粟
根
字
寺
ノ
前
五
〇
番
一
地
先
か
ら

福
山
市
加
茂
町
字
粟
根
字
貞
久
二
二
五
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
四
月
三

日 供
用
開
始
の
期
日

県
道
加
茂
油
木

線 路

線

名

福
山
市
山
野
町
大
字
山
野
字
島
串
一
一
三
六
番
一
地
先
か
ら

福
山
市
山
野
町
大
字
山
野
字
島
串
一
七
七
八
番
三
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
四
月
三

日 供
用
開
始
の
期
日

(定期)



名
称

(

仮
称)

ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー
福
山
水
呑
店

所
在
地

福
山
市
水
呑
町
大
字
大
谷
三
三
六
八－

一
外

二

県
の
通
知
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

福
山
市
経
済
環
境
局
経
済
部
商
工
課

(

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号)

三

県
の
通
知
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
四
月
三
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
県
は
意
見
を
有
し
な
い
旨
を
通
知
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

デ
オ
デ
オ
福
山
北
店

所
在
地

福
山
市
駅
家
町
大
字
万
能
倉
二
八
四

二

県
の
通
知
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

福
山
市
経
済
環
境
局
経
済
部
商
工
課

(

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号)

三

県
の
通
知
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
四
月
三
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
世

羅
郡
世
羅
町
所
在
の
広
島
中
央
地
区

(

日
並
地
区)

県
営
土
地
改
良
事
業

(

区
画
整
理
事
業)

の
換
地
計
画

を
定
め
た
の
で
、
こ
の
換
地
計
画
書
の
写
し
を
次
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五

日
以
内
に
広
島
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
不

服
が
あ
る
者
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
異
議

申
立
て
に
対
す
る
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
四
月
三
日
か
ら

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

世
羅
町
役
場

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
を
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
認
可
し

た
。な

お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典

事

業

主

体

地

区

名

事

業

名

東
広
島
市
土
地
改
良
区

市
ノ
畑
地
区

区
画
整
理
事
業

世
羅
町
世
羅
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

退
任
役
員

職
名

氏

名

住

所

理
事

松

山

理

人

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
東
神
崎
五
一
二

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

平成18年 4月 3日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 1号

8

(定期)



広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
個
人
演

説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し

た
旨
、
神
石
高
原
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
三
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

24号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
４
月
３
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
三
月
二
十
三
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
二
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
三
百
十
四

号

(

港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
長
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油
木
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

施

設

の

名

称

神
石
郡
神
石
高
原
町
油
木
乙
一
八
七
〇
番
地
四

所

在

地

平
成
一
八
年
三
月
二
日

指
定
年
月
日

5P
1311

検
定

番
号

告
示
の
日

(平
成

18年
４
月
３
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
極
上

パ
ロ
デ
ィ

ウ
ス
Ｌ
Ｅ

57 型
式
名

株
式
会
社
ニ
ュ

ーギ
ン

代
表
取
締
役
新
井
悠
司

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

烏
森
町
三
丁
目

56番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

五
ペ
ー
ジ

上 段

後
ろ
か
ら
四

行

広
島
県
土
木
建
築
部
空
港
港
湾
総
室
港

湾
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務

所
建
設
局
管
理
課

誤

広
島
県
土
木
建
築
部
空
港
港
湾
総
室
港

湾
管
理
室
、
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

建
設
局
管
理
課
及
び
広
島
県
福
山
地
域

事
務
所
建
設
局
港
湾
課

正

(定期)


